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　省エネ再エネ高度化投資促進税制とは、省
エネ促進税制と再生可能エネルギー税制の2
つの制度の総称だ。両者は青色申告書を提出
する個人・法人が対象となるが、対象設備、
税制措置、適用期限はそれぞれ異なっている。
　省エネ促進税制は令和4年3月31日が適
用期限であり、高度省エネルギー増進設備等
の取得等をし、事業の用に供した場合には取
得価額の20%を特別償却（中小企業は7%
の税額控除との選択適用）できるというもの
だ。一方、再生可能エネルギー税制は令和3

年3月31日が適用期限であり、再生可能エ
ネルギー設備等の取得等をして、事業の用に
供した場合には対象設備の取得価額の14%
を特別償却することができる。
　令和3年度税制改正では、再生可能エネル
ギー税制が適用期限通りで廃止されるととも
に、省エネ促進税制は適用期限が1年前倒し
され、こちらも令和3年3月31日で廃止さ
れることになった。省エネ促進税制の適用期
限が前倒しとなったのは、カーボンニュート
ラル促進税制（脱炭素化を加速する製品を生

　令和3年度税制改正では、省エネ再エネ高度化投資促進税制のうち省エネ促進税制（高度
省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度）は適用期限が1年前
倒しされ、令和3年3月31日で廃止されることになっているが、所要の経過措置が設けられ
る予定だ。具体的には、令和3年3月末までに経済産業局等から投資計画の確認書の交付を
受けておけば、令和4年3月31日までに対象設備を取得し、事業の用に供した場合であって
も従来と同じく税制措置の適用を受けることができる。

カーボンニュートラル促進税制創設に伴い廃止に

　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の中長期環境適応計画
（仮称）について同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日
までの間に、その中長期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の中長期環境適応生産性向
上設備（仮称）又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備（仮称）の取得等をして、国内にある
事業の用に供した場合には、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%（温室効果
ガスの削減に著しく資するものにあっては、10%）の税額控除との選択適用ができるというも
のである（設備投資総額の上限は500億円）。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは

確認書あれば設備取得はR4年3月末まで可
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廃止も経過措置あり
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産する設備（化合物パワー半導体、リチウム
イオン電池など）について50%の特別償却
又は10%の税額控除）が創設されることに

よるものだが、すでに省エネ促進税制の適用
を検討している事業者等に配慮するため、経
過措置を設けることとしている（図表参照）。

　省エネ促進税制の適用を受けるには、取得
する高度省エネルギー増進設備等や当該設備
等によるエネルギーの使用の合理化の目標に
関する事項の説明などを記載した「高度省エ
ネルギー増進設備等に関する投資計画の確認
申請書」を主たる事務所の所在地を管轄する
経済産業局等に提出し、確認書の交付を受け
る必要がある。
　令和3年度税制改正で措置される経過措置
では、令和3年3月31日までに経済産業局
等から確認書の交付を受けていれば、令和4
年3月31日までに高度省エネルギー増進設
備等の取得等をし、事業の用に供することで
省エネ促進税制の適用を受けることができ
る。確認書の交付を受ければ、特にその他の
手続きは必要ない。ただし、確認書の交付が
令和3年4月1日以降の場合は省エネ促進税
制の適用を受けることはできない。経済産業
局等に確認申請書を提出してから確認書の交
付を受けるまでの期間はおよそ1か月とされ
ているため、早めの手続きが必要になろう。
　なお、省エネ促進税制は、2年連続でSク

ラスの特定事業者等が対象となる。したがっ
て、今回の廃止により、平成30年度及び令
和元年度に提出した定期報告書に基づく「事
業者クラス分け評価制度」の評価がいずれも
Sクラスでなければ、令和2年度において2
年連続Sクラスの特定事業者等に該当しない
ことになるため、省エネ促進税制の適用を受
けることはできないので留意したい。
連携省エネ税制等も同様の経過措置あり
　連携省エネ税制及び荷主連携省エネ税制に
ついても令和3年3月31日で廃止となるが、
同様の経過措置が講じられる予定だ。経済産
業局等から、令和3年3月31日までに省エ
ネ法上の連携省エネルギー計画又は荷主連携
省エネルギー計画の認定書の交付を受けてい
る場合には、令和4年3月31日までに、当
該計画に記載された工場等連携関連高度省エ
ネルギー増進設備等又は荷主連携関連高度省
エネルギー増進設備等を取得等し、事業の用
に供すれば同税制を適用できる。こちらも認
定書の交付までは1か月程度要するため、早
めの手続きが必要だ。

令和3年3月末までに経済産業局等から確認書の交付が条件

（簿価500、時価700）
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（出典：金融庁公表資料に基づき作成）
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※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断

【表】政府税調国際課税DGで紹介されたBEPS行動13の論点

【図】住宅ローン控除の見直しについて

【図表】経過措置の概要

【図1】本件遺言の内容と相続財産の取得状況

【図2】外国税務当局から国税庁に情報提供されるケース

裁判所 顧問税理士（被告）納税者（原告）

❶
顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。
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（1）マスターファイル

▶マスターファイルの記載は事業分野ごととすべきか、グループ全体ベースとすべきか。
▶マスターファイルの記載事項は適切か。
（2）国別報告書

▶国別報告書はマスターファイルの一部とすべきか、あるいは別の文書とすべきか。
▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。

▶国別報告書の記載事項はどこまで必要か（源泉徴収額やグループ内のロイヤリティ等も記載必要か）。

税務当局間の情報共有の方法

▶税務当局がマスターファイルと国別報告書を共有する方法をどうするか。
（a）各国の税務当局が自国に所在するグループ企業（親会社・子会社・支店等）から直接入手する方法
（企業グループ内でマスターファイル／国別報告書を共有することが前提）
⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
⇒　情報を共有する国の範囲は、親会社の所在する国と子会社・支店等の所在する国で租税条約や
税務執行共助条約を締結する国に限定され、守秘は各国の国内法および条約上の守秘義務により
担保される。

（c）上記以外の方法

税務当局に提供すべき情報
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論 点

論 点

論 点
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（編集部注）本件遺言にf市土
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（原告）
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【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例
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A

子
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❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶
預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸
懲戒請求

❹情報提供

※　消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置（控除期間10年、借入限度額4,000万円）の適用期限後の取扱いの検討に
あたっては、会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を
設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直す。

【図】OEMによる取引の概要

2019（R1）

平成26年4月入居～平成26年4月入居～平成26年4月入居～ R3年末までの入居R3年末までの入居R3年末までの入居

R3年末までの入居R3年末までの入居R3年末までの入居

2020（R2） 2021（R3） 2022（R4）

8％

当初の取得期限
平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
7月23日 修正申告書を提出

UMTC社
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【改正案】
経済対策として
控除期間13年
間の措置を延長

消費税率10％引
上げに伴う反動減
対策の上乗せ措置
※控除期間13年間

R2年10月から
R3年9月末まで※に契約
※建売などはR2年12月から

R3年11月末まで

面積要件　⇒40㎡以上
※40㎡～50㎡は所得1,000万円以下

コロナ特例
※コロナを踏まえた
上乗せ措置の弾
力化

住宅ローン控除
※消費税率8%へ
の引上げ時に反
動減対策として
補充した措置

控除期間　10年

控除期間　13年

R2年9月末までに契約 控除期間　13年

控除期間　13年

R2年末までの入居R2年末までの入居R2年末までの入居

(10月1日）
税率引上げ
（10％）

面積要件
　⇒50㎡以上

R4年末までR4年末までの入居の入居R4年末までの入居

（出典：自民党税制調査会）

R3.3.31 R4.3.31

確認書交付確認申請書提出 設備取得等
+事業供用

〈税制措置の適用あり〉

R3.3.31 R4.3.31

確認書交付確認申請書提出

〈税制措置の適用なし〉

設備取得等
+事業供用

確認書あれば設備取得はR4年3月末まで可

省エネ促進税制は1年前倒しで
廃止も経過措置あり
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